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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源電圧を所定の振幅の電圧に昇圧する昇圧トランスを有し、パルス状電圧として出力
する高電圧発生手段と、
　前記パルス状電圧が供給されて、該パルス状電圧のパルス幅に応じたプラスとマイナス
のイオンを先端部から発生する電極手段とを備える除電装置において、
　前記昇圧トランスの二次側巻線に設けられた接地線と、
　前記接地線に設けられ、前記電極手段から発生するプラスとマイナスのイオン量が同等
となるイオンバランスの状態でゼロとなり、前記電極手段から発生するプラスとマイナス
のイオン量の差に比例した大きさの電流を検出する検出抵抗と、
　前記検出抵抗により検出された電流値を前記高電圧発生手段にフィードバックすること
により、前記検出抵抗が検出する電流をゼロに近づけるように前記高電圧発生手段のパル
ス状電圧のパルス幅を制御する制御手段と、
　前記高電圧発生手段の電圧対電流の特性をモニタリングするモニタリング手段と、
　前記モニタリング手段によるモニタリング結果を基準値と比較して比較値が一定の範囲
外であった場合に警報信号を発生する警報手段とを備えることを特徴とする除電装置。
【請求項２】
　前記検出抵抗は前記電源電圧を供給する電源制御装置と大地の間に設けられ、前記電源
制御装置と大地の間に流れる電流の方向と大きさを検出することを特徴とする請求項１に
記載の除電装置。
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【請求項３】
　前記検出抵抗からの信号により対象物体の帯電の状態を表示する表示手段を有すること
を特徴とする請求項１又は２に記載の除電装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、正または負の電荷に帯電している対象物体の帯電量をゼロに近づけるための除
電装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
液晶製造ライン等において、対象物体が帯電しているとほこり等が付着して製品が不良品
となることがあり、また、コンベア等により物体を搬送している場合には、小さい対象物
体が帯電することにより製品同士が吸引されて接触してしまい、生産ラインが停止してし
まうことがある。このため、静電気の発生を抑制する必要がある個所には、限られたスペ
ースに多数の除電装置が配置される場合がある。
【０００３】
静電気は対象物体に蓄積されている正または負の電荷により生ずるものであり、静電気に
起因する対象物体の帯電電位は、大地を基準電位として、対象物体の表面電位を測定する
ことにより決定されている。除電の原理は、このような対象物体に蓄積されている電荷を
大地に流し込むか、または蓄積されている電荷とは反対の極性のイオンを吹き付けて帯電
電位を中和することにより、対象物体に蓄積されている電荷をゼロに近づけるものである
。
【０００４】
上記した除電の原理を応用して、従来除電装置として、電極針に直流高電圧または交流高
電圧を印加して電極針からプラス、マイナスのイオンを発生させて、このイオンを対象物
体に吹き付けるようにしたものが知られている。図８は、交流を用いた除電装置の一例を
示す回路図である。図において、２０は電源部、２１は昇圧トランス、２２は電極針、ｆ
はファンである。昇圧トランス２１の一次側巻線は、商用周波数電源等の低圧の電源部２
０に接続され、二次巻線からは例えば３０００～１００００ボルト程度の交流高電圧を出
力して電極針２２に印加し、電極針２２からはプラス、マイナスのイオンが交互に発生す
る。
【０００５】
電極針２２は対象物体からある距離をおいて配置されているが、プラス、マイナスのイオ
ンの反発力によりイオンが飛ばされて対象物体に付着する。この反発力が弱くてそのまま
では電極針から発生したイオンが対象物体には付着しにくい場合には、図示のように電極
針から発生したイオンを対象物体に吹き付けるためにファンｆが設けられていることがあ
る。電極針２２から発生するプラス、マイナスのイオンは、前記したファンｆにより対象
物体に吹き付けられ、帯電電位を中和する。
【０００６】
図９は、直流型の除電装置の一例を示す回路図である。図において、１は直流または交流
の低圧の電源部、２は接続線、３は電源制御回路、４は正の高電圧発生回路、５は負の高
電圧発生回路、６は正の電極針、７は負の電極針、８はファン、９は接地線である。正の
高電圧発生回路４、負の高電圧発生回路５には例えば、コンデンサとダイオードからなる
倍電圧整流回路が用いられている。この場合にも、正負のイオンの反発力が弱い場合にの
みファンが用いられるものであり、ファンは設けられていない場合もある。
【０００７】
図１０は倍電圧整流回路の一例を示す回路図であり、同図の（ａ）は正の高電圧発生回路
を、また、同図の（ｂ）は負の高電圧発生回路を示している。このような倍電圧回路を使
用すると、トランスの二次側からは、一次側巻線に入力される電圧に対してダイオードと
コンデンサからなるユニット数をｎとすると、入力電圧のｎ乗倍の直流高電圧が出力され
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る。
【０００８】
電源制御回路３は、正、負の高電圧発生回路４、５の電圧制御と、ファン８の起動停止等
の運転制御を行う。正、負の電極針６、７には、それぞれ正、負の高電圧発生回路４、５
から直流の高電圧が印加されて、電極針の先端部からプラス、マイナスのイオンが発生す
る。ファン８は電極針から発生するプラス、マイナスのイオンを対象物体に吹き付ける。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
交流、または直流を用いた除電装置においては、対象物体が帯電している場合に帯電して
いる電荷とは逆の極性のイオンを吹き付けて、対象物体の帯電電位を中和している。この
場合に、対象物体が正、負いずれの極性に帯電していても中和できるように、除電装置に
はプラス、マイナスのイオンを同量発生させることが求められている。例えば、対象物体
が正極性に帯電している場合には、主としてマイナスのイオンを吹き付ければよいが、マ
イナスのイオンが過剰に吹き付けられると逆に負極性に帯電してしまうことになり、除電
したことにはならない。
【００１０】
このような現象が生じないように、除電装置からは常にプラスとマイナスのイオンを同量
に発生させてイオンバランスをとり、対象物体の帯電電位が一方極性に偏重しないように
することが求められている。また、対象物体が一旦除電された後には、対象物体には常に
プラスとマイナスのイオンを同量に発生させておくことにより、対象物体が正、負いずれ
かの極性に帯電しないようにする必要がある。
【００１１】
しかしながら、従来の除電装置においては、プラスとマイナスのイオンを同量に発生させ
るように電極針の入力側では印加電圧等の制御をしているが、実際に電極針の先端部から
プラスとマイナスのイオンがどの程度発生しているのかを検出しておらず、除電装置から
常にプラスとマイナスのイオンを同量に発生させることはできないという問題があった。
【００１３】
更に、対象物体がプラス、マイナスのいずれの極性でどれだけの大きさの電位に帯電して
いるのか検出できないので、除電装置のイオン発生量を的確に制御できないという問題が
あった。
【００１４】
更に、対象物体が除電されたかどうかを判断するための手段が設けられていないので、対
象物体が除電されない状態であるのに除電の処理が終了していると誤認されることにより
、製品の故障発生の原因になるという問題があった。
【００１５】
更に、電極針等のイオン発生部の劣化や損傷を判断する手段が設けられていないために、
除電装置から所定のイオンを発生させるための適正なメンテナンスが行えないという問題
があった。
【００１６】
本発明はこのような問題に鑑みて、電極手段の先端部から常にプラスとマイナスのイオン
を同量発生させて、イオンバランスが保持できるように構成した除電装置の提供を目的と
するものである。
【００１８】
更に、対象物体がプラス、マイナスのいずれの極性でどれだけの大きさの電位に帯電して
いるのかを正確に検出できるように構成した除電装置の提供を目的とするものである。
【００１９】
更に、対象物体の除電の状態を表示して除電が正常に行われたかどうかを作業者が判断で
きるように構成した除電装置の提供を目的とするものである。
【００２０】
更に、イオン発生部の劣化や損傷を報知して、除電装置のメンテナンスを適正に行えるよ
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うに構成した除電装置の提供を目的とするものである。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するために、本発明においては、電源電圧を所定の振幅の電圧に昇
圧する昇圧トランスを有し、パルス状電圧として出力する高電圧発生手段と、前記パルス
状電圧が供給されて、該パルス状電圧のパルス幅に応じたプラスとマイナスのイオンを先
端部から発生する電極手段とを備える除電装置において、前記昇圧トランスの二次側巻線
に設けられた接地線と、前記接地線に設けられ、前記電極手段から発生するプラスとマイ
ナスのイオン量が同等となるイオンバランスの状態でゼロとなり、前記電極手段から発生
するプラスとマイナスのイオン量の差に比例した大きさの電流を検出する検出抵抗と、前
記検出抵抗により検出された電流値を前記高電圧発生手段にフィードバックすることによ
り、前記検出抵抗が検出する電流をゼロに近づけるように前記高電圧発生手段のパルス状
電圧のパルス幅を制御する制御手段と、前記高電圧発生手段の電圧対電流の特性をモニタ
リングするモニタリング手段と、前記モニタリング手段によるモニタリング結果を基準値
と比較して比較値が一定の範囲外であった場合に警報信号を発生する警報手段とを備える
ことを特徴とする。
【００２３】
更に、前記検出抵抗からの信号により対象物体の帯電の状態を表示する表示手段を有する
とともに、高電圧発生手段の出力電圧を制御することを特徴としている。
【００２４】
更に、前記検出抵抗からの信号により対象物体の帯電の状態を表示する表示手段を設けた
ことにより、対象物体の除電の状態を作業者が判断できる構成としたことを特徴としてい
る。
【００２５】
更に、前記検出抵抗からの信号の値が所定の範囲よりも少ないと警報を発生する警報手段
とを設けたことを特徴としている。
【００２６】
本発明は、電極手段から発生するイオンを対象物体に吹き付けるファンを設ける構成の除
電装置をも対象とするものであり、このようなファンを設けた構成の除電装置にも上記本
発明の各特徴を具備させている。
【００２７】
本発明のこのような特徴により、電極手段から発生するプラスとマイナスのイオン量の差
を検出して昇圧手段の出力電圧を制御しているので、電極手段からは常にプラス、マイナ
ス同数のイオンを発生させることができ、イオンバランスを保持して対象物体の帯電電位
をゼロに近づけることができる。
【００２９】
更に、対象物体に近接した位置に帯電電位の極性とその大きさを検出するセンサを配置し
、その検出信号により対象物体の帯電の状態を表示するので作業者は対象物体の帯電の状
態を確認できる。また、センサで検出された対象物体の帯電の状態に応じて高電圧発生手
段を制御しているので、対象物体の除電を急速に行うことができる。
【００３０】
更に、対象物体の除電の状態を表示できるように構成しているので、対象物体が除電され
ない状態のまま除電処理が終了したと誤認されることによる製品の故障発生が避けられる
。
【００３１】
更に、イオン発生部の劣化や損傷を報知できるように警報手段を設けているので、除電装
置のメンテナンスを適正に行うことができる。
【００３２】
これらの各作用は、電極手段から発生するイオンを対象物体に吹き付けるファンを設ける
構成の除電装置においても得られるものである。
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【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。図１１は本発明の原理を説明する回路図で
ある。図において、除電装置の高電圧発生部Ｘの出力側に設けられた電極針Ｙ１，Ｙ２か
ら発生するプラス、マイナスのイオンは、ファンＺにより対象物体に向けて吹き付けられ
る。このときの空気中を流れるプラス、マイナスのイオン流は、高電圧発生部Ｘと大地間
の電流として考えることができる。すなわち、高電圧発生部Ｘから大地に向かって流れる
電流ｉ１はマイナスのイオン流を表し、大地から高電圧発生部Ｘに向かって流れる電流ｉ

２はプラスのイオン流を表している。
【００３４】
本発明は、このようなイオン流と電流との相互関係から、除電装置から発生しているプラ
ス、マイナスのイオン量が同数であれば中和されて電流はゼロとなることに着目してなさ
れたものである。本発明においては、除電装置の電源部と大地間に流れる電流の方向と大
きさとを検出して、この電流をゼロにするように電源部を制御している。このような電源
部の制御により、除電装置から常に所定数のプラス、マイナスのイオンを発生させている
。
【００３５】
図１は、本発明による直流を用いた除電装置の一例を示す回路図である。図において、１
は直流または交流の電源部、２は接続線、３は電源制御装置、４は正の高電圧発生回路、
５は負の高電圧発生回路、６は正の電極針、７は負の電極針、８はイオンを対象物体に吹
き付ける際に必要な場合に設けられるファンで電極針に近接した位置に設置されるが、正
負のイオンの反発力のみでイオンが対象物体に付着する場合にはファンの設置を省略でき
る。９は接地線である。このような構成は図８で説明した従来の除電装置と同様であるが
、本発明においては接地線９にプラス、マイナスのイオンを検出する検出抵抗１０を接続
した点に特徴がある。なお、電源制御装置３には、その作用を後述する表示装置Ｏ，警報
装置Ｐが設けられている。
【００３６】
前述したように、対象物体に対する除電は、帯電している極性とは逆極性のイオンを吹き
付けることにより行われているが、このときのイオンの流れは大地を基準電位として形成
されているので、除電装置で形成されているプラス、マイナスのイオンのいずれかの極性
のイオンの発生量が他方の極性のイオンの発生量よりも多いときには、その差の値は接地
線９の電流の大きさに比例する。このため、接地線９の電流の大きさと方向を測定するこ
とにより、除電装置からはプラス、マイナスのいずれの極性のイオンがどれだけの量多く
発生しているかが判定できる。
【００３７】
本発明においては、接地線に接続した検出抵抗を用いて、除電装置から発生するいずれの
極性のイオンの量が多いかを判断して、プラス、マイナスのイオンの発生量を常に等しく
するような制御をしている。すなわち、プラス、マイナスのイオンの発生量が同等となる
イオンバランスの状態であれば、中和されて大地と除電装置間の電位はゼロとなり、検出
抵抗１０を流れる電流は検出されない。したがって、接地線を流れる電流値を電源制御回
路３にフィードバックすることにより正側、負側の高電圧発生回路の電圧を制御して、除
電装置のイオンバランスをとるようにしている。
【００３８】
図２は、本発明のこのようなイオンバランスの制御を行うための具体例を示す電源制御回
路３の一部の回路図である。図において、１’は電源部の電圧を所定の高電圧に昇圧する
高電圧発生装置である。図に示すように、接地線に接続した検出抵抗１０で検出された電
流値を電圧の信号に変換する電流電圧変換回路１１、電流電圧変換回路１１の信号を増幅
する増幅器１２、増幅器１２のアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換回路１
３、Ａ／Ｄ変換回路１３の信号により正側および負側の高電圧発生回路４、５の出力電圧
を制御する信号を供給する制御回路１４が設けられている。
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【００３９】
図３は、制御回路１４で形成される制御信号により、正側および負側の高電圧発生回路４
、５から出力されるパルス状電圧波形の一例を示すタイミングチャートである。図３（ａ
）は、周期Ｔのうち時間ｔａでプラスイオンを発生させるための電圧波形であり、図３（
ｂ）は周期Ｔのうち時間ｔｂでマイナスイオンを発生させるための電圧波形である。電圧
波形の振幅値は、例えば６０００Ｖに選定される。この実施例においては、電流電圧変換
回路１１により検出された信号の正負の極性とその大きさに応じてパルス幅ｔａ，ｔｂを
制御して、イオンバランスを保持するようにしている。
【００４０】
なお、以上の例では正の高電圧発生回路４、負の高電圧発生回路５には正負の電極針６、
７を取り付ける構成について説明したが、本発明の除電装置においてはイオン発生部の構
成はこれに限らず、正負の高電圧発生回路には、細線等の長尺状物や突起部を有する部材
等の電極手段を取り付けてイオン発生部とすることもできる。
【００４１】
図１において、電源制御装置３には表示装置Ｏが設けられている。この表示装置Ｏは図２
で説明したような、電極針６、７から発生している正負のイオンについて、いずれの極性
のイオンがどれだけの量多く発生しているかの状態を検出している検出抵抗が検出する信
号を表示するものであるが、この検出抵抗が検出する信号は、イオン発生部の上記特性の
信号であると共に、対象物体のイオン付着状態の信号であるものと考えることができる。
【００４２】
すなわち、対象物体に付着しているイオンが正負の極性でバランスしている状態であれば
検出抵抗が検出する信号はゼロとなるが、いずれかの極性のイオンの付着量が多い場合に
は検出抵抗が検出する信号はゼロとはならない。表示装置Ｏに表示されたデータを監視す
ることにより対象物体の除電の状態を作業者は判断できるので、検出抵抗が検出する信号
をゼロとなるように電源制御装置３を制御することにより、対象物体の除電の完了を確認
することができる。
【００４３】
また、電源制御装置３には警報装置Ｐが設けられている。この警報装置Ｐは、電極針６、
７から発生している正負のイオンについて、電極針の摩耗や埃の付着等によりイオンの発
生量が所定の範囲よりも少ない場合には警報を発生するものである。警報装置としては、
正負の高電圧発生回路４、５の電圧対電流の特性をモニタリングして、基準値と比較して
比較値が一定の範囲外であれば警報信号を発生する構成とすることができる。このような
警報装置を設けることにより、作業者は、除電装置のメンテナンスを適正に行うことがで
きる。
【００４４】
図４は、本発明の除電装置の各構成部品をユニット化してケースに収納する例の説明図で
ある。図に示すように、ユニットＡには直流または交流の電源部１、接続線２、電源制御
回路３、接地線９、検出抵抗１０を配置してケースに収納する。また、ユニットＢには、
正の高電圧発生回路４、負の高電圧発生回路５、正の電極針６、負の電極針７、ファン８
を配置してケースに収納する。ユニットＡ，Ｂは、両端にコネクタを有するケーブルＣに
より接続する。なお、電源部として商用周波数の電源を使用する場合等には、電源部１は
ユニットＡとは分離して配置することができる。
【００４５】
除電装置は、対象物体の存在している場所によってはスペースの関係等によりできるだけ
小型であることが要請されるが、一定の高電圧を発生するためには昇圧トランスの容量の
関係から小型化には限界がある。図４のように除電装置を二つのユニットに分割するとイ
オンの発生、吹き付けに必要な正の電極針６、負の電極針７、ファン８を配置したユニッ
トＢのみをユニットＡから分離して対象物体の近傍に設置できるので、除電装置を小型化
したと同様にスペースの問題は解消できる。なお、ファンを設置しない除電装置であれば
ユニットＢには高電圧発生部のみが収納される。
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【００４６】
しかも、高電圧発生部はユニットＢにまとめて配置しているので、低圧側のユニットＡか
ら配線されるケーブルＣは細い線径のものが使用でき、ケーブル内は低圧の電圧が印加さ
れているので床面等に引き回しても作業者が感電等の事故を引き起こす恐れがなく、作業
者の安全が図れる。
【００４７】
図５は、本発明の別の実施の形態を説明する回路図である。この例では、接地線に検出抵
抗を接続することに代えて、対象物体１５に近接した位置にセンサ１６を配置する構成と
している。対象物体１５の帯電極性と帯電電圧の大きさをセンサ１６により検出し、検出
信号は表示装置１７を介してＡ／Ｄ変換器１８に供給する。センサ１６の検出信号により
対象物体の帯電の状態を表示装置１７に表示するので作業者は対象物体の帯電の状態を確
認できる。
【００４８】
Ａ／Ｄ変換器１８によりデジタル信号に変換された検出信号は、電源制御装置３に入力さ
れ、対象物体に帯電されている極性とは逆極性のイオンを対象物体に大量に吹き付けるよ
うに、正側または負側の高電圧発生回路４、５の一方の出力電圧を一時的に大きくするよ
うに制御して、対象物体から急速に除電する。高電圧発生回路の電圧が低下して定常値に
達すると、通常のセンサなしの運転モードに移行し、イオンバランスした状態を保持して
、対象物体の帯電をゼロに近づける。
【００４９】
図６は、図５の例による対象物体の除電を説明する特性図である。図の実線はセンサを用
いた場合の高電圧発生回路の出力電圧の特性であり、破線は通常のセンサを用いない場合
の高電圧発生回路の出力電圧の特性である。図に示されているように、センサを用いて高
電圧発生回路の出力電圧を上記のように制御すると、出力電圧は一時的な大きな値から急
速に減少して定常値に収斂している。
【００５０】
直流の高電圧発生回路として図１０で説明した倍電圧発生回路を用いる構成であると、例
えば高電圧発生回路から１００００Ｖの高電圧を出力する場合には、正負それぞれに５０
００Ｖの出力電圧を形成する倍電圧回路が用いられるが、このような高電圧になると倍電
圧回路の構成要素であるダイオードの耐圧の関係から多数のコンデンサとダイオードから
なるユニットが必要となり、コストが高くなるという問題がある。
【００５１】
このため、図１２の回路図に示すような交互に正負のパルス状の高電圧を電極手段に印加
する高電圧発生回路の適用が考えられる。図において、Ｅは直流電源、Ｓはスイッチ、Ｏ
Ｓは発振器、ＤＣ／ＤＣはコンバータ、ＣＯはコンデンサ、Ｎは電極針である。
【００５２】
図１３（ａ）、（ｂ）は、図１２の回路図の動作を説明するタイミングチャートである。
発振器ＯＳが所定の周期ＴでスイッチＳを開閉すると、コンバータＤＣ／ＤＣからは、例
えば振幅が２Ｖのパルス状の電圧が出力され、コンデンサＣＯの入力側の端子ａには図１
３（ａ）に示すような振幅が２Ｖのパルス状の波形の電圧が印加される。コンデンサＣＯ
の出力端子ｂからは、コンデンサＣＯの充放電の特性に応じて図１３（ｂ）に示すような
最大振幅が＋Ｖと－Ｖである波形の正負のパルス状の出力電圧が得られる。
【００５３】
したがって、電極針Ｎには図１３（ｂ）に示すような波形の正負のパルス状の電圧が印加
されることになり、電極針からは交互に正負のイオンが発生する。このように、図１３（
ａ）の回路図に示したような構成の高電圧発生回路も本発明の除電装置に適用できる。
【００５４】
以上の例は、直流の高電圧を用いた除電装置の例であるが、本発明は交流の高電圧を用い
た除電装置にも適用できる。図７は、交流の高電圧を用いた除電装置の例を説明する回路
図である。図において、２０は交流電源、２１は昇圧トランス、２２は電極針、２３はＡ



(8) JP 4367580 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

／Ｄ変換器、２４は直流バイアス電源装置、２５は検出抵抗、２６は検出回路、２７は制
御回路、２８は電圧制御装置である。昇圧トランス２１の出力側からは、電源電圧を所定
の電圧に昇圧した高電圧の交流が得られ、電圧制御装置２８を介して所定の電圧が電極針
に印加される。電極針の先端部からは、プラス、マイナスのイオンが交互に出力される。
【００５５】
この例では、昇圧トランスの二次側巻線の接地線に、直流バイアス電源装置２４を介して
検出抵抗２５を接続しているので、検出抵抗２５には電極針２２から発生しているイオン
に相当する正負の直流電流が流れる。図１の直流高電圧を用いた除電装置と同様にして、
検出回路２６により除電装置の電極針から発生しているプラス、マイナスのイオン量の差
が判断でき、この差をゼロにするように制御回路２７の信号により電圧制御装置２８を制
御して、イオンバランスを保持する。検出回路２６では、例えば一定期間の正負の直流パ
ルス数をカウントする等の手段により、正負のイオン量の差を検出することができる。
【００５６】
なお、交流型の除電装置においては、電源側からは正負のサイクルで電圧が供給されてい
るので、電極針２２では原理的には正負のイオンが交互に同量発生することになるが、オ
フセットの影響等により常に正負のイオンが同量電極針２２から発生しているわけではな
い。このため、昇圧トランス２１と電極針２２の間に電圧制御装置２８を設けて電圧のレ
ベル調整をすることにより、電極針からの正負のイオン発生量を調整している。
【００５７】
交流型の除電装置においても、プラス、マイナスのイオンを交互に出力する手段としては
、電極針に代えて、細線等の長尺状物や突起部を有する部材を用いる構成とすることもで
きる。また、イオンを対象物に吹き飛ばすファンを設ける構成としても良い。
【００５８】
更に、交流型の除電装置においても、図１に記載したような直流型の除電装置と同様に、
対象物に付着したイオンの正負の極性と量を表示する表示装置Ｏと、電極針から出力され
るイオン量が所定の範囲外となると警報を発生する警報装置Ｐを設ける構成とすることも
できる。
【００５９】
【発明の効果】
以上のように、本発明においては電源電圧を所定の電圧に昇圧する高電圧発生手段と、高
電圧発生手段の出力電圧が供給されて先端部からプラスとマイナスのイオンを発生する電
極手段とからなる除電装置において、前記除電装置に設けられる接地線と、前記接地線に
設けられ、前記除電装置で形成されるプラスとマイナスのイオン量の差を検出する検出抵
抗と、前記検出抵抗からの信号により前記電極手段から発生するプラスとマイナスのイオ
ン量を同数とするように前記高電圧発生手段の出力電圧を制御する制御手段とを設けた構
成としている。このように、電極手段から発生するプラスとマイナスのイオン量の差を検
出する検出抵抗からの信号により高電圧発生手段の出力電圧を制御しているので、電極手
段の先端部からは常にプラス、マイナス同数のイオンを発生させることができ、対象物体
の帯電電位をゼロに近づけることができる。
【００６１】
更に、前記検出抵抗からの信号により対象物体の帯電の状態を表示するので、対象物体の
帯電の状態を作業者が確認できる。また、検出抵抗で検出された対象物体の帯電の状態に
応じて高電圧発生手段の出力電圧を制御しているので、対象物体の除電を急速に行うこと
ができる。
【００６２】
また、電極手段に近接した位置にファンを設けることにより、電極手段から発生するイオ
ンを対象物体に吹き付けて除電を効果的に行うことができる。
【００６３】
更に、対象物体の除電の状態を表示する表示手段が設けられているので、作業者は対象物
体の除電が終了しているかどうかを確認することができ、除電未終了の対象物体を除電終
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【００６４】
更に、イオン発生部に劣化や損傷が生じた場合にはこれを報知する警報手段が設けられて
いるので、除電装置の適正なメンテナンスが行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る除電装置の好適な実施の形態における構成を示す回路図である。
【図２】本発明に係る除電装置のイオンバランス制御の構成を示す回路図である。
【図３】本発明に係る除電装置のタイミングチャートである。
【図４】本発明に係る除電装置の別の実施の形態における構成を示す説明図である。
【図５】本発明に係る除電装置の別の実施の形態における構成を示す回路図である。
【図６】図５の実施の形態における特性図である。
【図７】本発明に係る除電装置の別の実施の形態における構成を示す回路図である。
【図８】従来例の除電装置の回路図である。
【図９】従来例の除電装置の回路図である。
【図１０】（ａ），（ｂ）倍電圧発生回路の一例を示す回路図である。
【図１１】本発明の原理を説明する回路図である。
【図１２】パルス状の高電圧発生回路を用いた除電装置の回路図である。
【図１３】（ａ），（ｂ）図１２の回路図の構成を用いた例の動作を説明するタイミング
チャートである。
【符号の説明】
１　　　電源部
２　　　接続線
３　　　電源制御装置
４　　　正側高電圧発生回路
５　　　負側高電圧発生回路
６　　　正側電極針
７　　　負側電極針
８　　　ファン
９　　　接地線
１０　　検出抵抗
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